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発達障害を含め障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視
点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難
を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの。

○特別支援教育の対象児童生徒の増大

・平成14年度から平成24年度にかけて、特別支援学校在籍者は、
約38％増、小・中学校の特別支援学級在籍者は約101％増、通
級指導対象者は約125%増。

○幼稚園、小・中学校、高等学校における校内支援
体制の整備

・小・中学校→一人一人に応じたきめ細やかな支援の充実

・幼稚園、高等学校→全般的に体制整備に遅れ

○一人一人の教育的ニーズに応じた教育の実現

・個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成

○教員の専門性の向上

・障害の重度・重複化、多様化等に対応した専門性の確保、向上

○幼・小・中・高等学校等の特別支援教育体制の整備

・インクルーシブ教育システムの構築事業

○特別支援教育に係る人的環境の整備

・特別支援教育の充実のための定数措置

・特別支援教育支援員(地方財政措置：Ｈ１９年度～公立小・中学校、

Ｈ２１～公立幼稚園、H23～公立高校）

○特別支援学校の大規模化・狭隘化への対応

・教室不足等の解消のための施設整備 等

○特別支援学校等の学習指導要領の改訂

・重度・重複化への対応、個別の指導計画等の作成、職業教育充実、

交流及び共同学習の推進等

○特別支援教育担当教員の専門性の向上

・各都道府県の指導者を対象とした専門的研修の実施

○(独)国立特別支援教育総合研究所の充実

・発達障害教育情報センターの設置、専門的・実践的研修の実施

※ 数値は、義務教育段階における全児童生徒数に占め
る対象児童生徒数の割合。（）内は対象児童生徒数。

・盲学校、聾学校、養護学校を障害種別を超えた特別支援学校に一本化。

・特別支援学校においては、在籍児童生徒等の教育を行うほか、小中学校等に 在籍する障害のある児童
生徒等の教育について助言援助に努める旨を規定。

・小中学校等においては、発達障害を含む障害のある児童生徒等に対して適切な教育を行うことを規定。

特別支援教育の理念

学校教育法の一部改正(平成１９年４月施行）

特別支援教育の課題 具体的な施策

特別支援教育の対象者

特別支援教育の充実

① 特別支援学校 0.63％（約6万6千人）

② 小・中学校の

特別支援学級

1.58％（約16万4千人）

③ 通級による指導 0.69％（約7万2千人）

④ 通常学級にＬＤ(学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥
多動性障害）等の児童生徒が６．５％程度で在
籍の可能性（Ｈ２４文部科学省調査）

１．特別支援教育の現状１．特別支援教育の現状 ～特別支援教育の充実～
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視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

0.83（％）
（約９万１千人）

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒
６.５％程度の在籍率

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱

言語障害

視覚障害 知的障害
聴覚障害 肢体不自由

特 別 支 援 学 校

義務教育段階の全児童生徒数 １０４０万人

（※２を除く数値は平成２４年５月１日現在）

自閉症
情緒障害
学習障害（ＬＤ）
注意欠陥多動性障害（ ＡＤＨＤ）

0.63％
（約６万６千人）

0.69％

（約３０万２千人）

※２

2.90％

（約７万２千人）

※１

視覚障害 肢体不自由
聴覚障害 病弱・身体虚弱
知的障害 言語障害

自閉症・情緒障害 1.58％

小 学 校 ・ 中 学 校

病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級

通級による指導

（約１６万４千人）

※１ ＬＤ（Learning  Disabilities）：学習障害、ＡＤＨＤ（Attention-Deficit / Hyperactivity  Disorder) ：注意欠陥多動性障害
※２ この数値は、平成２４年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。

特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階）

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約２千人）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万８千人）
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※平成18年度までの表記は盲学校、聾学校及び養護学校とする。以下同じ。

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学 校 数 87 120 681 324 139 1,059

在籍者数 5,894 8,533 115,355 32,007 19,190 129,994

※注：在籍者数は、平成18年度までは在籍する学校の障害種別により集計していたため、複数の障害を有する者については、在籍する学校
の障害種以外の障害について集計していない。平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の
障害を有する者については、障害種のそれぞれに集計している。このため、障害種別の在籍者数の数値の合計は計と一致しない。

※注：学校数は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校については、
それぞれの障害種に集計している。このため、障害種別の学校数の数値の合計は計と一致しない。

１．特別支援教育の現状 ～特別支援学校の現状（平成２４年５月１日現在）～
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特別支援学級は、障害のある子どものために小・中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級（８人を
上限）であり、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害の学級があ
る。

知的障害 肢体不自由 病弱・

身体虚弱

弱視 難聴 言語障害 自閉症・

情緒障害

計

学 級 数 23,428 2,665 1,325 340 828 533 18,524 47,643

在籍者数 86,960 4,374 2,397 417 1,329 1,568 67,383 164,428

…

１．特別支援教育の現状 ～特別支援学級の現状（平成２４年５月１日現在）～
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11,963 

39,764 

43,078 

46,956 

50,569 

56,254 

60,164 

65,456 

296 

1,684 

2,162 

2,729 

3,452 

4,383 

5,196 

6,063 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

平成５年度

平成１８年度

平成１９年度

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度

通級による指導対象児童生徒数の推移

小学校

中学校

通級による指導は、小・中学校の通常の学級に在籍している障害のある子どもが、ほとんどの

授業を通常の学級で受けながら、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場（通級指導教室）
で受ける指導形態である。通級の対象は、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害（ＬＤ）、注意
欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、弱視、難聴などである。

※ 各年度 ５月1日現在

・
・
・

・
・
・

１．特別支援教育の現状 ～通級による指導の現状（平成２４年５月１日現在）～
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※各年度５月１日現在
※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱・身体虚弱の合計
※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成１８年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定

（併せて「自閉症」も平成１８年度から対象として明示：平成１７年度以前は主に「情緒障害」の通級指導教室にて対応）

１．特別支援教育の現状 ～通級による指導の現状（平成２４年５月１日現在）～
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１．特別支援教育の現状～公立小中学校における学校教育法施行令第22条の3に
該当する者の数（平成２４年５月１日現在）～
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28,812人

(77.7%)

小学校

2,293人(27.7%)

特別支援学校

5,954人 (72.0%)

その他

26人( 0.3%)

8,273人

(22.3%)
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《 就学先 》

就学基準に非該当

就学基準に該当

市町村就学指導委員会等の調査・審
議の対象となった者の指定された就学
先等の状況

（平成２４年５月１日）

小学校・特別支援学校就学予定者（新
第１学年）として市町村就学指導委員
会等の調査・審議対象となった者の数
（人）の推移
※平成23年度実施調査においては、東日本

大震災の影響を考慮し、岩手県、宮城県、福
島県及び仙台市においては調査を実施して
いない。また、東京都においては調査への
回答が得られなかった自治体がある。

就学指導委員会等の調査・審議対象となった者の数の推移及び就学先について
（平成２５年５月：文部科学省）
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１．調査の目的
特別支援教育が本格的に開始されてから５年が経過し、その実施状況について把握することが重要であ

る。また、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムを今後構築していくに当たり、障
害のある子どもの現在の状況を把握することが重要である。そのため、本調査により、通常の学級に在籍す
る知的発達に遅れはないものの発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態
を明らかにし、今後の施策の在り方や教育の在り方の検討の基礎資料とする。

２．調査の方法
（１）実施主体

文部科学省が協力者会議を設け実施方法等について検討し、実施。
（２）調査時期

平成２４年２月から３月にかけて実施。
（３）調査対象

全国（岩手、宮城、福島の３県を除く）の公立の小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒を母集団と
する。

（４）標本児童生徒数
５３，８８２人（小学校：３５，８９２人、中学校：１７，９９０人）

（５）回収数及び回収率
標本児童生徒数のうち、５２，２７２人について回答が得られ、回収率は９７．０％。標本学校数のうち、

１，
１６４校について回答が得られ、回収率は９７．０％。

※留意事項
・本調査における「Ⅰ．児童生徒の困難の状況」については、担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーターまたは教
頭（副校長）による確認を経て提出した回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる診断や、医師による診断に
よるものではない。 従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達障害の可能性
のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意する必要がある。

・＜行動面（「不注意」「多動性-衝動性」）＞の質問項目については、株式会社明石書店の著作物である 「ＡＤＨＤ評価ス
ケール」を使用。よって、同社に無断で転載、複製、翻案、頒布、公衆送信を行うことはできない。

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要

とする児童生徒に関する調査結果（概要）

-9-



調査結果 ＜Ⅰ．児童生徒の困難の状況＞

質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難
を示すとされた児童生徒の困難の状況のうち、主要なものは以下のとおり。

表① 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合

推定値（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で著しい困難を示す ６．５％（６．２％～６．８％）

学習面で著しい困難を示す
Ａ：学習面で著しい困難を示す

４．５％（４．２％～４．７％）

行動面で著しい困難を示す ３．６％（３．４％～３．９％）

Ｂ：「不注意」又は「多動性－衝動
性」の問題を著しく示す

３．１％（２．９％～３．３％）

Ｃ：「対人関係やこだわり等」の問
題を著しく示す

１．１％（１．０％～１．３％）

学習面と行動面ともに著しい困難を示す １．６％（１．５％～１．７％）

Ａ かつ Ｂ １．５％（１．３％～１．６％）

Ｂ かつ Ｃ ０．７％（０．６％～０．８％）

Ｃ かつ Ａ ０．５％（０．５％～０．６％）

Ａ かつ Ｂ かつ Ｃ ０．４％（０．３％～０．５％）
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表③ 知的発達に遅れはないものの学習面、各行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の学校種、学年別集計

表② 知的発達に遅れはないものの学習面、各行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の男女別集計

推定値
（９５％信頼区間）

学習面又は行動面で
著しい困難を示す

Ａ Ｂ Ｃ

男子 ９．３％
(8.9%～9.8%)

５．９％
(5.6%～6.3%)

５．２％
(4.8%～5.5%)

１．８％
(1.7%～2.1%)

女子 ３．６％
(3.3%～3.8%)

２．９％
(2.7%～3.2%)

１．０％
(0.9%～1.1%)

０．４％
(0.3%～0.5%)

推定値
（９５％信頼区間）

学習面又は行動
面で著しい困難
を示す

Ａ Ｂ Ｃ

小学校 ７．７％
(7.3%～8.1%)

５．７％
(5.3%～6.0%)

３．５％
(3.2%～3.7%)

１．３％
(1.1%～1.4%)

第１学年 ９．８％
(8.7%～10.9%)

７．３％
(6.5%～8.3%)

４．５％
(3.9%～5.3%)

１．５％
(1.1%～1.9%)

第２学年 ８．２％
(7.3%～9.2%)

６．３％
(5.6%～7.1%)

３．８％
(3.2%～4.5%)

１．５％
(1.1%～2.0%)

第３学年 ７．５％
(6.6%～8.4%)

５．５％
(4.8%～6.3%)

３．３％
(2.8%～3.9%)

１．０％
(0.7%～1.3%)

第４学年 ７．８％
(6.9%～8.8%)

５．８％
(5.0%～6.6%)

３．５％
(2.9%～4.2%)

１．２％
(0.9%～1.7%)

第５学年 ６．７％
(5.9%～7.7%)

４．９％
(4.2%～5.7%)

３．１％
(2.6%～3.7%)

１．１％
(0.9%～1.5%)

第６学年
６．３％

(5.6%～7.2%)
４．４％
(3.8%～5.1%)

２．７％
(2.2%～3.3%)

１．３％
(1.0%～1.7%)

推定値
（９５％信頼区間）

学習面又は行動
面で著しい困難
を示す

Ａ Ｂ Ｃ

中学校 ４．０％
(3.7%～4.5%)

２．０％
(1.7%～2.3%)

２．５％
(2.2%～2.8%)

０．９％
(0.7%～1.1%)

第１学年 ４．８％
(4.1%～5.7%)

２．７％
(2.2%～3.3%)

２．９％
(2.4%～3.6%)

０．８％
(0.6%～1.2%)

第２学年 ４．１％
(3.5～4.8%)

１．９％
(1.5%～2.3%)

２．７％
(2.2%～3.3%)

１．０％
(0.7%～1.3%)

第３学年 ３．２％
(2.7%～3.8%)

１．４％
(1.1%～1.9%)

１．８％
(1.4%～2.3%)

０．９％
(0.6%～1.3%)

＜小学校＞ ＜中学校＞
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調査結果 ＜Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況＞
（１）質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい

困難を示すとされた児童生徒（推定値６．５％）の受けている支援の状況は、以下の表のとおり。

表④ 校内委員会における現在の特別な教育的支援の必要性の判断状況

推定値（９５％信頼区間）

必要と判断されている １８．４％ (16.6%～20.3%)
必要と判断されていない ７９．０％ (76.9%～81.1%)
不明 ２．６％ (1.6%～4.1%)

表⑤ 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児
童生徒（推定値６．５％）の受けている支援状況の概観

推定値（９５％信頼区間）

現在、いずれかの支援がなされている ５５．１％ (52.8%～57.4%)
過去、いずれかの支援がなされていた ３．１％ (2.5%～3.9%)
いずれの支援もなされていない ３８．６％ (36.4%～40.9%)
不明 ３．１％ (2.1%～4.7%)

表⑥－１ 現在の通級による指導の状況

推定値（９５％信頼区間）

自校通級※１ ２．４％ (1.9%～3.0%)
他校通級※１ １．５％ (1.2%～2.0%)
受けていない ９３．３％ (91.8%～94.6%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

推定値（９５％信頼区間）

自校通級※２ ０．８％ (0.5%～1.2%)
他校通級※２ ０．９％ (0.6%～1.3%)
受けていない ９７．４％ (96.7%～98.0%)
不明 ０．９％ (0.5%～1.5%)

表⑥－３ 「個別の教育支援計画」の作成状況

推定値（９５％信頼区間）

作成している※１ ７．９％ (6.7%～9.3%)
現在はないが過去に作成していた※２ １．３％ (0.9%～1.8%)
作成していない ８８．２％ (86.2%～89.8%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

表⑥－４ 「個別の指導計画」の作成状況

推定値（９５％信頼区間）

作成している※１ ９．９％ (8.5%～11.4%)
現在はないが過去に作成していた※２ １．８％ (1.3%～2.3%)   
作成していない ８５．６％ (83.6%～87.4%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

表⑥－５ 特別支援教育支援員の支援対象
※支援員一人が複数の児童生徒を支援している場合も含む

推定値（９５％信頼区間）

なっている※１ ８．５％ (7.3%～9.8%)
現在はなっていないが過去になっていた
※２

１．４％ (1.0%～2.0%)   

なっていない ８７．２％ (85.3%～88.8%)
不明 ３．０％ (1.9%～4.5%)

表⑥－６ 授業時間以外の個別の配慮・支援の状況
※補習授業の実施、宿題の工夫等

推定値（９５％信頼区間）

行っている※１ ２６．３％ (24.3%～28.5%)
現在は行っていないが過去に行っていた
※２

３．９％ (3.1%～4.7%)   

行っていない ６７．１％ (64.8%～69.4%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

推定値（９５％信頼区間）

行っている※１ ４４．６％ (42.4%～46.9%)
現在は行っていないが過去に行っていた
※２

２．７％ (2.1%～3.5%)   

行っていない ４９．９％ (47.7%～52.2%)
不明 ２．７％ (1.7%～4.3%)

※「現在、いずれかの支援がなされている」とは、表⑥－１～⑥－７に示す各設問
等における各回答（※１）の一つあるいは複数で該当した場合を指す。

※「過去、いずれかの支援がなされていた」とは、現在、いずれかの支援がなされ
ている児童生徒（推定値55.1%）以外のうち、表⑥－１～⑥－７に示す各設問等
における各回答（※２）の一つあるいは複数で該当した場合を指す。
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表⑥－２ 過去の通級による指導の状況
※現在、通級による指導を受けていないと回答した児童生徒（推定値93.3%）を対象

表⑥－７ 授業時間内の教室内での個別の配慮・支援の状況
※特別支援教育支援員による支援を除く
※座席市の配慮、コミュニケーション上の配慮、習熟度別学習における配慮、

個別の課題の工夫等



調査結果 ＜Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況＞
（２）質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい

困難を示すとされた児童生徒（推定値６．５％）のうち、校内委員会において、現在、特別な教育的支援が必要と
判断された児童生徒（推定値１８．４％）の受けている支援の状況は、以下の表のとおり。

表⑦ 校内委員会において、現在、特別な教育的支援が必要と判断された児童生徒の受け
ている支援状況の概観

推定値（９５％信頼区間）

現在、いずれかの支援がなされている ９２．２％ (89.4%～94.3%)
過去、いずれかの支援がなされていた １．８％ (1.0%～3.2%)
いすれの支援もなされていない ６．０％ (4.2%～8.5%)
不明 －

表⑧－１ 現在の通級による指導の状況

推定値（９５％信頼区間）

自校通級 １０．１％ (7.7%～13.2%)  
他校通級 ６．９％ (5.1%～9.3%) 

受けていない ８３．０％ (79.4%～86.0%)
不明 －

表⑧－３ 「個別の教育支援計画」の作成状況

表⑧－２ 過去の通級による指導の状況
※現在、通級による指導を受けていないと回答した児童生徒（推定値８３．０％）を対象

推定値（９５％信頼区間）

自校通級 ２．０％ (1.1%～3.6%)  
他校通級 １．７％ (0.8%～3.5%) 
受けていない ９５．０％ (92.5%～96.7%)
不明 １．４％ (0.6%～3.1%) 

推定値（９５％信頼区間）

作成している ３２．１％ (27.0%～37.7%)  
現在はないが過去に作成していた ２．４％ (1.4%～4.0%) 
作成していない ６５．５％ (59.9%～70.8%)
不明 －

表⑧－４ 「個別の指導計画」の作成状況

推定値（９５％信頼区間）

作成している ４３．２％ (38.0%～48.5%)  
現在はないが過去に作成していた ２．８％ (1.7%～4.6%) 
作成していない ５４．０％ (48.7%～59.2%)
不明 －

表⑧－５ 特別支援教育支援員の支援対象
※支援員一人が複数の児童生徒を支援している場合も含む

推定値（９５％信頼区間）

なっている ３２．４％ (27.8%～37.4%)
現在はなっていないが過去になっていた ４．３％ (2.7%～6.8%)   
なっていない ６２．９％ (58.0%～67.6%)
不明 ０．３％ (0.1%～1.4%)

表⑧－６ 授業時間以外の個別の配慮・支援の状況
※補習授業の実施、宿題の工夫等

推定値（９５％信頼区間）

行っている ４８．７％ (43.8%～53.6%)
現在は行っていないが過去に行っていた ４．０％ (2.7%～5.9%)   
行っていない ４７．３％ (42.5%～52.2%)
不明 －

表⑧－７ 授業時間内の教室内での個別の配慮・支援の状況
※特別支援教育支援員による支援を除く
※座席位置の配慮、コミュニケーション上の配慮、習熟度別学習における
配慮、個別の課題の工夫等

推定値（９５％信頼区間）

行っている ７３．７％ (69.5%～77.5%)
現在は行っていないが過去に行っていた ３．７％ (2.2%～6.0%)   
行っていない ２２．７％ (18.9%～26.9%)
不明 －

※「現在、いずれかの支援がなされている」、「過去、いずれかの支援がなされていた」
とは、表⑤と同様に集計。
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（１）幼稚園、小・中学校、高等学校の状況

●全体として体制整備が進んでいる状況がうかがえる。

国公私立計・幼小中高計・項目別実施率－全国集計グラフ（平成19～24年度）

１．特別支援教育の現状 ～学校における支援体制の整備状況・課題～
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●小・中学校に比べ、幼稚園・高等学校は依然として体制整備に遅れが見られる。

国公私立計・幼小中高別・項目別実施率－全国集計グラフ（平成24年度）

１．特別支援教育の現状 ～学校における支援体制の整備状況・課題～
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国公私立別・幼小中高計・項目別実施率－全国集計グラフ（平成24年度）

（２）国公私立別の状況

●国公私立別で比較すると、全体的に私立学校の体制整備に遅れが見られる。

１．特別支援教育の現状 ～学校における支援体制の整備状況・課題～
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②国公私立計・幼小中高計・管理職研修受講率－全国集計グラフ（平成24年度）

①国公私立計・幼小中高計・教員研修受講率－全国集計グラフ（平成24年度）

受講済 728,006人

（72.1％）

未受講 282,226人

（27.9%）

うち行政研修受講

482,323人 （47.7%）

受講済 79,889人

（85.2%）

未受講

13,913人（14.8%）

うち行政研修受講
70,009名（74.6％）

１．特別支援教育の現状

～特別支援教育に関する教員研修の受講状況（平成24年９月１日現在）～
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◇重点施策実施５か年計画（平成19年12月25日 障害者施策推進本部決定）で
は、平成２４年度までに全都道府県で免許状保有率向上を中期計画等に位置付け
る目標を設定している。

１．特別支援教育の現状 ～教員の専門性の向上～
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○ 特別支援学校免許状の保有率等(平成24年5月1日現在 文部科学省調べ)
・特別支援学校の教員：約７０％ ←本来、保有しなければならないもの
・特別支援学級の教員：約３０％ ←専門性の観点から、保有が望ましい
・免許状保有率向上を中期計画等に位置付ける都道府県：３２

○ 中教審初等中等教育分科会報告(平成２４年７月)等においても、教職員の専門性向上

の重要性について指摘。インクルーシブ教育システムを構築する上で、教職員の専門性向
上は重要。

○ 改正障害者基本法 第１６条第４項

国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資
質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければ
ならない。



・ 特別支援学校全体の免許状保有率及び新規採用者の保有率とも
やや上昇（平成24年度）

※平成18年度の全体及び新規採用者の数値は、在籍校種の免許状保有者の割合を示す。
平成19年度～24年度は、いずれの数値も「当該障害種の免許状保有者」と「自立教科等の免許
状保有者（当該障害種）」を合わせた割合を示す。

・ 教員の研修受講機会の積極的な確保が必要

特別支援学校教諭等免許状の保有状況
（特別支援学校における在籍校種の免許状保有率の経年比較）
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１．特別支援教育の現状 ～特別支援学校教諭等免許状の保有状況～
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